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                2019年度  国立大学法人帯広畜産大学  年度計画  

 

Ⅰ  大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 

１  教育に関する目標を達成するための措置  

 

（ 1）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置  

 

（教育課程）  

 

【① -1】欧米水準の獣医学教育を実施するため、共同獣医学課程において、北海道大

学、山口大学、鹿児島大学と連携し、臨床実習の充実等の教育カリキュラム

改善を行うとともに、e ラーニングコンテンツ共有システム・バーチャルスラ

イドシステム等を利用した教育コンテンツを充実し、平成 32 年度に欧州獣医

学教育認証を取得する。（戦略性が高く意欲的な計画）  
 

・【① -1-1】欧州獣医学教育確立協会（ EAEVE）による公式診断を受審する。また、公式診  

断における指摘事項を踏まえ、教育環境の更なる改善を行う。  

・【① -1-2】北海道大学、山口大学、鹿児島大学と連携して、e ラーニング教材、臨床手技  

・検査手技の動画、臨床症例写真等の教育コンテンツを拡充する。また、ア  

ニマルウェルフェアの観点から、スキルスラボのシミュレーターや臨床機器

等を充実する。  

・【① -1-3】共同獣医学課程の第１期卒業生の就職先アンケートを実施し、カリキュラム

や教育体制等を改善する。  

 

【① -2】学部学生の国際的視野を涵養するとともに、卒後の社会実践力を育成するため、

分野横断的な学際教育プログラムを平成 30 年度までに新たに３プログラム設

置する。  
 

・【① -2-1】学際教育プログラム履修者を増加させるため、初年次におけるキャリア教育

等において履修指導を強化する。  

 

【① -3】職業人として生きるために必要な力を育成するため、畜産学部アドバンス制

教育課程の基盤教育において、社会貢献・ボランティア活動のカリキュラム

化、TOEIC 等の外部試験の導入等を実施するとともに、北海道地区の国立大学

との連携により構築した双方向遠隔授業システムを活用して多様な基盤教育

科目を開設する。  
 

・【① -3-1】 TOEIC 等の外部試験と同様に、 TOEIC-IP テストを単位認定に反映させる。ま

た、基盤教育科目における教養教育連携授業科目の卒業要件単位数を 4 単位

から 6 単位に増加させ、履修方法を見直すことで、多様な基盤教育科目を提

供する。  

 

【① -4】学部及び大学院教育の国際通用力を向上させるため、コーネル大学、ウィス

コンシン大学との学術交流協定に基づき、招聘外国人研究者による講義、海

外教育プログラムの導入等を実施する。（戦略性が高く意欲的な計画）  
 

・【① -4-1】コーネル大学、ウィスコンシン大学の教育プログラムに参加し、両大学との

教員・学生交流を引き続き実施する。  

【① -5】国際安全衛生基準の認証取得・維持を実践できる人材を育成するため、大学

院畜産学研究科畜産衛生学専攻において食品安全マネジメントシステム教育

プログラムを実施し、平成 30 年度までに同専攻の 50％以上の学生に専門家資

格又は内部監査員資格を付与する。（戦略性が高く意欲的な計画）  
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・【① -5-1】平成 30 年度までに計画を達成した食品安全マネジメントシステム専門家資格

の付与実績を踏まえ、同資格取得者数の一層の増加を図るため、当該教育プ

ログラムを外国人留学生も履修可能な英語対応とする。  

 

【① -6】産業界等社会の要請に即した人材育成機能を強化するため、大学院畜産学研

究 科 に お い て 企 業 の 実 務 家 教 員 等 に よ る オ ー ダ ー メ イ ド 型 実 務 教 育 を 推 進

し、同研究科所属学生が企業等との共同研究に基づく研究テーマを選択する

比率を平成 30 年度までに全体の 40％にする。（戦略性が高く意欲的な計画） 
 

・【① -6-1】企業等との共同研究に基づく研究テーマを選択する大学院生の比率 40％以上

を維持する。また、学生の共同研究参加に伴う課題について調査・分析し、

解決策を検討する。  

 

【① -7】企業等と学生の関係を深化させて就職へと円滑につなげるため、大学院生の

希望職種に係るインターンシップの期間を２倍以上に長期化（２～４週間）

するとともに、平成 30 年度までにインターンシップ経験者の割合を大学院修

了生全体の 30%以上にする。  
 

・【① -7-1】大学院生のインターンシップを推進し、修了生に対するインターンシップ経

験率 30％以上を維持する。また、学生のインターンシップ参加に伴う課題に

ついて調査・分析し、解決策を検討する。  

 

【 ① -8】 高度な専門性を持つ人材に必要となる高い倫理観、社会性、コミュニケーショ

ン能力を育成するため、大学院畜産学研究科において、平成 28 年度に研究倫

理教育、情報リテラシー教育を導入し、その理解度・満足度調査を毎年度実

施して教育内容・方法を改善する。  
 

・【① -8-1】高度な専門性を持つ人材に必要な倫理観および社会性を育成するため、e ラー

ニング教材を用いて研究者倫理教育・情報リテラシー教育を大学院の入学生

全員に対して行う。また、受講した学生の理解度・満足度を調査する。  

（教育方法）  

 

【② -1】学士課程における能動的学習（アクティブ・ラーニング）を推進するため、

グループワーク、ディベート、ICTの活用等による双方向の授業を平成 29年度

までに実施するとともに、ファカルティ・ディベロップメント（ FD）研修等

により教員の授業内容に応じた双方向の授業を理解させる取組を推進し、双

方向授業を取り入れた授業科目数を増加させる。  
 

・【② -1-1】ＩＣＴ等を活用した授業改善のため、ＦＤ（ワークショップ）の開催、レク

チャーカード利用の促進を行い、クリッカーを取り入れた授業科目数を増加

させる。  

 

【② -2】学生の主体的な学びを促進するため、科目番号制（ナンバリング）及び履修

系統図を充実するとともに、平成 29年度までに学修ポートフォリオを導入し、

学生自身が学習プロセスを認識して学んでいる実態を確認し教育指導に活用

する。  

・【② -2-1】平成 30年度に機能強化した学修ポートフォリオを活用して、ディプロマ・ポ

リシーごとに集計された学習成果を学生自身に認識させるとともに、教員が

学生の学習状態を把握し、きめ細かな教育指導を行う。  
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【② -3】国際化を推進するため、大学院畜産学研究科において、平成 29年度までに全

てのシラバスを英語化するとともに、平成 31年度までに全ての授業科目を英

語対応とする。  
 

・【② -3-1】大学院畜産学研究科博士前期課程の共通コア科目及び各コースの専門科目以

外の科目について英語対応化を実施し、大学院畜産学研究科の全ての科目を

英語対応する。  

 

（成績評価）  

 

【③】  学生の学修成果を適切に測定・把握するため、平成 29年度までにルーブリッ

ク等による成績評価方法を設定するとともに、学修行動調査、学修到達度調

査（アセスメント・テスト）を実施する。  
 

・【③ -1-1】学修行動調査、学修到達度調査（アセスメントテスト）を実施するとともに、

平成 30 年度に実施したアセスメントテストで評価が低かった、「国際化社会

で必要となる見識」及び「基礎的コミュニケーション能力」を向上させるた

め、国際教育プログラム履修者数を増加させる。  

 

（ 2）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置  

 

（教職員の配置）  

 

【④】  国際通用力を持つ教育課程及び食の安全確保のための教育システムを構築す

るため、必要となる教職員及び実務家教員を雇用するための経費を学長裁量

経費において確保し、欧米水準の獣医学教育、国際安全衛生基準の教育、獣

医・農畜産融合の教育研究等の重点分野に配置する。（戦略性が高く意欲的

な計画）  
 

・【④ -1-1】学長裁量による人件費枠を拡充し、欧米水準の獣医学教育、国際安全衛生基

準の教育、獣医・農畜産融合の教育研究等の重点分野に教職員を 4 名以上配

置する。  

 

（教育環境の整備）  

 

【⑤ -1】教育方法の改善を推進するため、平成 31年度までに学生が主体的に学ぶため

の ICTを活用した学習支援システム及び双方向の授業を支援する設備を整備

する。  
 

・【⑤ -1-1】スマートフォン等からも利用可能なクリッカーの中・大規模授業への活用方

法を FD研修会（ワークショップ）等により教員に周知することで、クリッカ

ーの利用回数を倍増させる。  

 

【⑤ -2】国際基準の教育環境を構築するため、平成 31 年度までに原虫病研究センター、 

動物・食品検査診断センター、畜産フィールド科学センター等において、国

際安全衛生基準を取得する。  
 

・【⑤ -2-1】原虫病研究センター及び動物・食品検査診断センターにおいて、平成 30 年度

に再認定を取得した ISO/IEC17025 について、最新の国際安全衛生基準となる

ISO2017 への移行認定を取得する。  

・【⑤ -2-2】畜産フィールド科学センターにおいて、平成 25 年度に乳製品工場で取得した

FSSC22000 及び平成 28 年度に搾乳施設で取得した ISO22000 認証を継続・維持

する。また、新たに同センターの畜舎で ISO22000 を取得する。  
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（教育の質の向上）  

【⑥ -1】教育の内部質保証システムの安定的運用を実現するため、大学教育センター

に お い て 、 平 成 2 8年 度 に ア セ ス メ ン ト ・ ポ リ シ ー を 明 確 化 し 、

それに基づく自己点検・評価により PDCAサイクルを機能させる。  
 

・【⑥ -1-1】大学教育センター各組織が自己点検を行うとともに、平成 30 年度の自己点

検で 2019 年度に実施すべき課題とされた学位授与審査会実施要領の整備等

を行う。  

 

【⑥ -2】教育改革に関する基本的認識の共有及び教育方法に関する技術の向上を図る

ため、教職員に対する FD研修を実施し、教育改善の成果を学生の授業評価等

により毎年度確認する。  
 

・【⑥ -2-1】 FD 研修会年間計画に基づき、研修会型 FD・非研修会型 FD を実施し、教育改

善の必要性を周知する。また、電子黒板やタブレット、スタイラスペンを活

用した教育方法を教員に情報提供するとともに、授業での効果を学生へのア

ンケート等により検証する。  

 

（ 3）学生への支援に関する目標を達成するための措置  

 

【⑦ -1】外国人留学生の修学環境を充実するため、北海道地区の国立大学と連携し、

遠隔授業システムを活用して入学前準備教育を実施する。  
 

・【⑦ -1-1】連携大学間における協力の下、 e ラーニングを活用した入学前準備教育プロ

グラムを受講対象者に実施する。  

 

【⑦ -2】障がいのある学生に対する支援を強化するため、障がい学生支援組織を平成

28年度に設置し、教育支援室、学生相談室、保健管理センターとの連携によ

り障がいの種類に応じた教育方法、機器・施設整備方策等を企画・実施する。 
 

・【⑦ -2-1】増加する女子学生の特別修学支援申請に対応するため、女性カウンセラーの

増員等の支援策を実施する。また、座談会形式の事例検討会を前年度に引き

続き開催し、参加者からの多様な意見を支援策に取り入れる。  

 

【⑦ -3】学生の自学・自習を支援するため、図書館等にアクティブ・ラーニング等を

実施するための教育コンテンツ・設備を整備する。  
 

・【⑦ -3-1】附属図書館に 7 月に完成するアクティブラーニングスペースでの学生の利用

状況を把握するため、利用動向調査を実施する。また、学生の外国語学習支

援を充実するため、 TOEIC 問題集等の英語関連図書、ドイツ語、スペイン語

関連図書の蔵書数を増加する。  

 

【⑦ -4】学生の就業力を向上させるため、平成 29年度までに就職支援室と教育支援室

の連携体制を担当教員の充実等により強化し、就職支援業務から得られる企

業等のニーズ情報をキャリア教育、インターンシップに反映して実施する。  
 

・【⑦ -4-1】平成 30年度に実施した企業や学生に対するアンケート調査を基に、企業等の

ニーズ情報を反映させたキャリア教育、インターンシップを実施するととも

に、授業にビジネスメールマナーを取り入れる。  
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（ 4）入学者選抜に関する目標を達成するための措置  

 

 

【⑧】  アドミッション・ポリシーで求める学生を適切に選抜するため、多元的評価

を重視した入学者選抜方法を検討し、平成 30年度に大学入試センター試験を

活用して新たな入学者選抜方法を導入するとともに、当該入学者選抜方法の

評価・改善を実施する。  

・【⑧ -1-1】2019年度入試で新たに取り入れた後期日程の個別学力検査の実施結果を検証

し、入学者選抜方法等を改善する。  

 

２  研究に関する目標を達成するための措置  

 

（ 1）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置  

 

（研究水準、共同利用・共同研究体制）  

 

【⑨ -1】獣医・農畜産分野の世界レベルの研究実績による国際研究協力を強化するた

め、グローバルアグロメディシン研究センターにおいて、コーネル大学、ウィ

スコンシン大学から研究者を招聘して獣医・農畜産融合の国際共同研究を推

進し、大学全体の学術論文の国際共著率を年平均 40％以上にする。（戦略性

が高く意欲的な計画）  
 

・【⑨ -1-1】コーネル大学、ウィスコンシン大学との国際共同研究を 17 件以上実施する

とともに、大学全体の学術論文の国際共著率 40%以上を維持する。  

 

【⑨ -2】原虫病研究センターの共同利用・共同研究体制を充実するため、グローバル

アグロメディシン研究センターの国際共同研究に参画して原虫病研究を推進

するとともに、戦略会議による研究活動の点検・評価を実施する。また、原

虫病研究センターが保有する研究成果有体物の情報公開を充実するため、対

象有体物を増加させ同センターのホームページに掲載するとともに、他機関

を通じた情報発信を行う。  
 

・【⑨ -2-1】原虫病研究センターの研究成果有体物の共同利用を推進するため、 15 件以

上新規登録し、有体物のデータベースを充実する。また、有体物を利用した

共同研究を 15 件以上実施し、得られた研究成果を国際獣疫事務局（ OIE）が

主催する国際会議等において情報発信する。  

 

・【⑨ -2-2】共同利用・共同研究拠点の機能を強化するため、 2020 年度に原虫病研究セ

ンターで外部評価を行うための評価基準を策定するとともに、研究活動の点

検・評価を実施する。  

 

・【⑨ -2-3】マダニ媒介感染症対策法等の開発研究を推進するため、「マダニバイオバン

ク」プロジェクト関連の共同研究を５件以上実施し、関係研究者を集結した

国際シンポジウムを帯広市で開催する。  

 

 

（成果の社会還元）  

 

【⑩】  農業関連企業・団体、公的試験研究機関等の要請に基づく研究を推進するた

め、地域連携推進センターのインキュベーションオフィスに入居する企業数

を平成 30年度までに 10社に増加するとともに、共同研究及び受託研究を充実

し、大学全体の実施件数を年平均 130件以上にする。（戦略性が高く意欲的な

計画）  
 

・【⑩ -1-1】 2019 年 4 月に地域連携推進センターを産学連携センターに改組し、インキ

ュベーションオフィス入居企業及び地域企業との連携を支援する。また、
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平成 30 年度に設立した研究開発プラットフォームにおいて企業との連携

を図り、新たな食品価値の創出に必要な技術開発を推進する。  

 

・【⑩ -1-2】 研究シーズ集を随時更新するとともに、これを活用して、とかち財団およ

び帯広市との連携により共同・受託研究先企業の発掘を行う。また、共同

研究及び受託研究の件数を引き続き合計 130 件以上実施する。  

 

（ 2）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置  

（研究者の配置）  

 

【⑪ -1】世界の食、農畜産、公衆衛生の課題解決に貢献するため、グローバルアグロ

メディシン研究センターにコーネル大学、ウィスコンシン大学等から外国人

研究者を招聘するとともに、国際共同研究担当の教員を配置する。（戦略性

が高く意欲的な計画）  
 

・【⑪ -1-1】コーネル大学、ウィスコンシン大学から新たな外国人研究者を招聘するとと

もに、グローバルアグロメディシン研究センターに新たな若手研究者を配置

する。  

【⑪ -2】若手研究者の活躍機会を増やすため、退職金に係る運営費交付金の積算対象

となる教員のうち 40歳未満の若手教員の採用比率を年平均 60％以上にする。  
 

・【⑪ -2-1】退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員のうち、40 歳未満の若手教

員の採用比率が中期目標期間中に年平均 60％以上となるよう計画的に採用

する。  

【⑪ -3】女性研究者の活躍機会を増やすため、退職金に係る運営費交付金の積算対象

となる教員のうち女性教員の比率を 15％以上にする。  
 

・【⑪ -3-1】妊娠中・児童保育中の女性研究者に対する研究支援員制度を新たに実施する

とともに、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員のうち、女性教

員の比率が中期目標期間中に 15％以上となるよう計画的に採用する。  

 

（研究環境の整備）  

【⑫ -1】先端的な研究環境を構築するため、研究設備及び学術情報基盤の新規導入・

更新を行うとともに、共用機器基盤センターにおいて研究設備の共同利用を

一括管理し、当該設備の利用頻度を増加させる。  
 

・【⑫ -1-1】文部科学省先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログ

ラム）により共用システムを運営するとともに、学内共同教育研究施設が所

有する機器の共用化を完了する。  

 

【⑫ -2】若手研究者に活躍の機会を提供するため、大学独自のテニュアトラック制度

を平成 29年度までに整備するとともに、若手研究者の研究環境を整備するた

めの経費を確保して配分する。  
 

・【⑫ -2-1】大学独自のテニュアトラック制度により、若手研究者を採用する。  

 
 

・【⑫ -2-2】学長裁量経費において、若手研究者に対する研究支援経費を確保して配分  

する。また、共同研究支援経費を新設し、若手研究員の参加を条件に構成  

する研究チームに対して経費を配分し、共同研究における若手研究者の  

活躍機会を充実する。  

 

３  社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成する  

ための措置  
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・【⑬ -1-1】「フードバレーとかち人材育成事業」、「生産獣医療技術研修」、「牛人工

授精師技術研修」、「 HACCPシステム構築研修」、「農業共生圏高度専門家

人材育成事業」を引き続き実施するとともに、平成 30年度の評価結果に基づ

き各研修の講習内容を改善する。また、新たに酪農後継者や馬獣医療等に携

わる社会人を対象としたリカレント教育を行うため、農業団体等と連携して

効果的な教育プログラムを構築する。  

 

【⑬】獣医・農畜産分野の職業現場におけるリーダーとして組織を牽引できる人材を

育成するため、既存の社会人学び直し事業について受講者のアンケート結果

に基づき講習内容を改善するとともに、新規事業を実施する。  

 

【⑬ -2】大学の高度な専門技術を地域に還元するため、畜産フィールド科学センター、

動物医療センター、動物・食品検査診断センター等において、各種検査・治

療等を地域住民及び関係機関に提供する。  

・【⑬ -2-1】獣医師・家畜人工授精師などを対象としたリカレント教育を行うとともに、

企業・農業団体等と連携した研修会を開催することにより、食育や生産現場

の情報を広く地域に発信する。  

・【⑬ -2-2】地域における産業動物の二次診療体制を充実するため、診療件数を拡充する

とともに、診療活動を通じた診断・治療・予防法の研究開発を行う。また、

地域獣医師との連携を強化するため、研究開発により得られた成果を学会等

により積極的に情報発信する。  

・【⑬ -2-3】動物・食品検査診断センターにおいて、家畜の感染症撲滅プログラムや家畜

飼料の安全性に関する学外からの受託検査を継続して実施し、地域の家畜衛

生の向上に貢献する。  

 

【⑬ -3】賑わいのある地域づくりに貢献するため、地方公共団体等との共同運営、経

費分担等の連携により、学生主体の地域創生事業の実施件数を増加させる。  
 

・【⑬ -3-1】地方公共団体等と連携して、新たな地域創生事業を実施する。  

 

 

４  その他の目標を達成するための措置  

 

（ 1）グローバル化に関する目標を達成するための措置  

 

【⑭ -1】獣医・農畜産分野の国際水準の教育研究を展開するため、世界トップクラス

大学との連携事業等を推進し、グローバルアグロメディシン研究センターに

おいて国際共同研究を担当する教員数を 30人以上にするとともに、世界トッ

プクラス大学が実施する教育プログラムに学生を派遣する。（戦略性が高く

意欲的な計画）  
 

・【⑭ -1-1】グローバルアグロメディシン研究センターにおいて世界トップクラス大学と

の国際共同研究を担当する教員数 30 人以上を維持するとともに、新たな国際

共同研究課題に着手する。  

・【⑭ -1-2】大学院畜産学研究科における学生派遣計画に基づき、コーネル大学、ウィス

コンシン大学に大学院生を派遣し、共同研究に参画させる。  

 

【⑭ -2】世界の動物衛生の向上に資するため、原虫病研究センターにおいて、国際獣

疫事務局（ OIE）のコラボレーティングセンター及びリファレンスラボラトリー

としての認定を維持し、家畜感染症に関する世界各国の専門家に対して研究

成果、診断試薬、診断技術等を提供する。  
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・【⑭ -2-1】既設の OIE コラボレーティングセンター及びリファレンスラボラトリーの専  

用ホームページや学会・シンポジウムにおいて、原虫病研究センターの活動  

内容、実施可能な診断検査、提供可能な試薬・技術の情報を国内外に発信す  

るとともに、その効果を検証する。  

 

【⑭ -3】開発途上国に対する技術協力を推進するとともに、国際協力に資する人材を

育成するため、国際協力機構（ JICA）との連携事業を毎年度継続して実施す

るとともに、海外拠点を新たに２ヵ所設置する。  
 

・【⑭ -3-1】平成３０年度タイ・チェンマイ大学に設置した教育研究拠点を中心に、タイ

国との教員・学生交流を実施するとともに、平成２８年度パラグアイ国に設

置した教育研究拠点において、国際協力事業を引き続き実施する。  

・【⑭ -3-2】帯広 -JICA 協力隊連携事業第２フェーズ等、JICA との連携事業を継続して実

施する。  

 

【⑭ -4】海外留学希望者及び外国人留学生に対する支援体制を強化するため、イング

リッシュ・リソース・センターにおける英語学習支援を増強するとともに、

留学希望者に対する経済的援助の対象人数の増等、留学交流を推進するため

の取組を実施する。  
 

・【⑭ -4-1】英語・第二外国語学習支援を実施するとともに、留学希望者に留学情報を提

供する。また、留学希望者への新たな募集要項を発表し、募集を行う。  

 

Ⅱ  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 

１  組織運営の改善に関する目標を達成するための措置  

 

（ガバナンス機能）  

 

【⑮ -1】学長のリーダーシップに基づく運営体制を強化するため、第２期中期目標期

間中に整備した運営体制（本部体制、学長補佐体制等）の点検・見直しを恒

常的に実施するとともに、大学情報データベースの機能改善、情報収集・分

析能力向上のための研修等を行い、大学情報分析室において提供する情報量

を増加させ、大学のインスティテューショナル・リサーチ（ IR）機能を強化

する。  
 

・【⑮ -1-1】 IR 機能を強化するため、他大学との各種データの相互提供を開始するとと

もに、教員評価・教育体制等を充実するための情報収集・分析を重点的に実

施する。  

 

【⑮ -2】社会や地域のニーズを法人運営に的確に反映させるため、様々な外部有識者

の意見を聞く機会を平成 28年度に設け、当該意見の内容及びその対応状況を

毎年度公表する。  
 

・【⑮ -2-1】大学が主催するイベント等を通じて外部有識者の意見を聞き、その対応状況

を公表する。  

【⑮ -3】監事の監査業務を支援し、監査結果を業務運営に適切に反映するため、平成

28年度に教職員で構成する監事支援組織を設置し、監事の重点監査事項の増

加等により、監査機能を強化する。  

 

・【⑮ -3-1】教学面においても監事の監査業務を支援し、監査結果を業務運営に適切に反

映するため、監査室に重点監査を支援する新たな教員を配置する。  
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【⑮ -4】大学運営業務において女性の活躍機会を増やすため、役員に女性１名以上登

用するとともに、管理職員の女性比率を 10％以上にする。  
 

・【⑮ -4-1】管理職員の女性比率が中期目標期間中に 10％以上となるよう計画的に女性

職員を登用する。  

 

（戦略的な資源配分）  

 

【⑯ -1】大学の機能強化に資する優秀な人材を確保するため、年俸制、混合給与等人

事・給与制度の弾力化を推進し、平成 31年度までに全ての教員の給与を業績

評価に基づく年俸制給与とする。（戦略性が高く意欲的な計画）  
 

・【⑯ -1-1】 2019 年 4 月に新年俸制を導入するとともに、全ての教員の給与を業績評価

に基づく年俸制給与とする。  

【⑯ -2】学長のビジョンを実現し大学の機能強化を推進するため、学長裁量経費を平

成 31年度までに運営費交付金対象支出予算の 25％以上にする。（戦略性が高

く意欲的な計画）  
 

・【⑯ -2-1】学長裁量経費が運営費交付金対象支出予算に占める割合について、25％以上  

を維持する。  

 

２  教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置  

 

【⑰ -1】大学院畜産学研究科において農畜産の幅広い知識と専門性を体得させるため、

修士課程３専攻（畜産生命科学、食品科学、資源環境農学）及び博士前期課

程（畜産衛生学専攻）のカリキュラム改編を平成 28年度から実施し、自己点

検・評価により教育科目、教育方法等を改善する。  
 

・【⑰ -1-1】平成 30 年 4 月に再編した大学院畜産学研究科博士前期課程を修了する学生

に対して「農畜産に関する幅広い知識と専門性の体得」についての達成度調

査を実施する。また、カリキュラム、教育体制等の自己点検を実施する。  

【⑰ -2】獣医学及び農畜産学に関する高度な知識と研究能力を基礎として、「農場か

ら食卓まで」に至る諸課題を国際的視野に基づき解決できる専門家を養成す

るため、平成 31年度までに大学院畜産学研究科の博士課程を再編する。（戦

略性が高く意欲的な計画）  
 

・【⑰ -2-1】平成 30 年 4 月に再編した大学院畜産学研究科博士後期課程及び獣医博士課

程について、学位授与審査会実施要領の整備等を実施する。  

 

３  事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置  

 

 

【⑱ -1】効率的・合理的な大学運営事務を行うため、北海道地区の国立大学と連携し

た共同事務処理を継続するとともに、新たな共同事務処理を提案する。  

・【⑱ -1-1】北海道内の国立大学等と、共同調達・共同事務処理の拡充について協議を行

うとともに、コンサルティングを活用して、効率的･合理的な事務処理方策

を検討する。  

 

 

・【⑱ -2-1】平成 30 年度に改定した人事評価制度を実施する。  

・【⑱ -2-2】事務職員から聴取した意見等を踏まえ、研修テーマや実施方法等を見直し、

SD研修を充実させる。  

【⑱ -2】事務職員の適切な人事評価と専門能力の向上を図るため、平成 28年度に人事

評価項目を見直すとともに、職員からの意見聴取や効果の検証等によりテー

マや実施方法等を見直してスタッフ・ディベロップメント（ SD）研修を充実

させるほか、他機関との人事交流、企業等他職種からの人材登用等を実施す

る。  
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・【⑱ -2-3】事務職員の他機関との人事交流等を実施する。  

 

Ⅲ  財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

 

１  外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置  

 

【⑲ -1】大学の教育研究成果を広く社会に還元することを通じて当該業務の向上に資

する財源を確保するため、畜産フィールド科学センターにおける製品製造業

務、動物医療センター及び動物・食品検査診断センターにおける診療・検査

診断業務の効率化に向けた関連機器の整備により、収入増を目指した業務改

善等を実施する。  
 

・【⑲ -1-1】生乳や畜大牛乳等乳製品の品質向上と安定供給体制を維持し、学内外への広  

報・宣伝活動を実施する。また、黒毛和種牛の増産と子牛・素牛の販売を進  

め、黒毛和種牛からの収入を確保する。  

・【⑲ -1-2】動物・食品検査診断センターで実施する受託検査業務において、現在請け負

う受託契約を継続するとともに、新たな需要や顧客の開拓を図るための業務

改善を行う。また、牛ウイルス性下痢症の検査を継続し撲滅プログラムを推

進する。  

・【⑲ -1-3】平成 30 年度に実施した伴侶動物診療料金改正に伴う収入の推移及び業務改

善効果を分析する。また、利用者の利便性向上を図るため、院内パンフレッ

トを新たに作成する。  

・【⑲ -1-4】平成 30 年度に改正した産業動物診療料金の運用状況について収入の推移及  

びその効果を分析するとともに、画像診断車等の運用方法を検証する。  

 

【⑲ -2】競争的資金の獲得を推進するため、申請・採択実績を教員の業績として評価

するとともに年俸制のインセンティブ額の付与等により、教員１人あたり年

平均１件以上の競争的資金への申請を行う。  
 

・【⑲ -2-1】競争的資金の獲得を推進するため、平成 30 年度に策定した「研究活性化支

援策」に基づき、研究者への支援内容及び対象者を拡充するとともに、教員

１人あたり年平均１件以上の競争的資金への申請を維持する。  

 

【⑲ -3】利息等による収益増を図るため、収支予測により策定する資金計画に基づき

資金を安全確実に運用するとともに、貸付対象財産を拡充する。  
 

・【⑲ -3-1】利息による収益増を図るために、平成 28年度に見直した収支予測の手法に基

づく資金計画を策定し、余裕資金の運用を安全確実に実施する。  

 

２  経費の抑制に関する目標を達成するための措置  

 

【⑳ -1】事務処理の効率化・合理化により経費を抑制するため、北海道地区の国立大

学等との共同調達の品目を増加させるとともに、アウトソーシングを実施す

る。  
 

・【⑳ -1-1】事務処理の効率化・合理化により経費を抑制するため、コンサルティングの

活用等により、北海道地区の国立大学等との共同調達の品目増加及び更なる

アウトソーシング実施の検討を行う。  

 

【⑳ -2】光熱水費等の経費を抑制するため、平成 28年度にエネルギー削減計画を策定

し、継続的な省エネパトロールによる節電などエネルギーの効率的な利用管

理対策、省エネルギー型設備の導入等を実施する。  
 

・【⑳ -2-1】構内主要建物を暖房する老朽化した熱源設備について、省エネに資する更新

を計画し、整備を行う。また、平成 28 年度に策定したエネルギー削減計画

に基づき、省エネルギー対策を実施する。  
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３  資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置  

 

【㉑】  教育研究活動の進展に応じて土地、施設等の資産を有効に活用するため、隔

年毎に施設管理部門による稼働率を視点とした利用状況点検及び教育研究部

門による効率的利用を視点とした自己点検を行い、必要な維持管理及び予防

的な保守・点検を実施するとともに、学内外の共同利用や売却等を含めた資

産の活用方法の見直しを行う。  
 

・【㉑ -1-1】施設の利用状況点検や施設使用者による自己点検を実施するとともに、イン

フラ長寿命化計画に基づき、施設毎の維持管理、設備等の保守点検、予防保

全等を実施する。  

・【㉑ -1-2】共同研究に基づく企業への土地の貸付や職員宿舎の売却など、土地、施設等

の資産を有効に活用するため、新たな取り組みを推進する。  

 

Ⅳ  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべ

き措置  

 

１  評価の充実に関する目標を達成するための措置  

 

【㉒ -1】自己点検・評価システムを充実するため、戦略会議及び大学情報分析室を中

心とした点検・評価体制及び活動状況を毎年検証し、改善する。  

 

・【㉒ -1-1】自己点検・評価システムを充実するため、全学の総合的な自己点検・評価に

関する新たな規定（マニュアル等）を整備する。  

 

【㉒ -2】自己点検・評価に必要となる大学情報の収集・分析力を高めるため、大学情

報分析室の業務に必要となる機器・ソフトウェアの導入、担当教職員の増員

等を行う。  
 

・【㉒ -2-1】大学情報分析室の教職員を増員するとともに、他大学の動向と本学の現状を

踏まえ、分析に必要となるソフトウェアの保有等を再検討する。  

 

 

２  情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置  

 

【㉓】  大学の活動情報をわかりやすい形で情報利用者に提供するため、広報担当部

署において大学ポートレート等多様な媒体を通じた情報提供を行うとともに、

公開・発信の方法及び内容の点検・改善を行う。  
 

・【㉓ -1-1】平成 30 年度に全面リニューアルしたホームページに、新たなコンテンツを  

加え更に充実させる。また、各センター及び更新作業担当者と連携を図り、 

マニュアルや研修動画を使用しながら、円滑な運用を定着させる。  

 

・【㉓ -1-2】広報研修の開催や他機関主催の研修参加により、広報担当者のスキルアップ  

を図る。  

 

Ⅴ  その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置  

 

１  施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置  

【㉔ -1】国際水準の教育研究環境の充実及び地域・環境に配慮した施設の整備、活用

を図るため、平成 29年度までにキャンパスマスタープランを改訂し、既存施

設の有効活用、施設の長寿命化を含めた施設整備を推進する。  
 

・【㉔ -1-1】キャンパスマスタープラン 2017 に基づいた施設整備を進める。  
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２  安全管理に関する目標を達成するための措置  

 

【㉕ -1】安全管理知識の習得と危機管理意識の向上を図るため、安全管理に関する規

程、マニュアル等の点検・充実を不断に行うとともに、外国人対応の英語版

安全マニュアルを整備する。また、各種研修、防災・災害時訓練及び安全点

検を定期的に実施し、教職員及び学生に適切な安全管理を徹底する。  
 

・【㉕ -1-1】安全管理に関する規程、マニュアル等について内容を点検・充実するととも

に、外国人対応の英語版安全マニュアルを拡充する。  

・【㉕ -1-2】安全管理を徹底するため、安全衛生点検を定期的に実施するとともに、災害

時を想定した訓練や各種研修等を継続的に実施する。  

・【㉕ -1-3】安全管理を強化、徹底するため、化学物質の取り扱いに対するマニュアルの

充実及び安全教育を実施する。  

 

【㉕ -2】様々なリスクに迅速に対応するため、明確な役割分担に基づく防災体制を構

築し、交通、防災を含めた安全点検を毎年実施するとともに、点検に基づく

必要なキャンパス整備を実施する。  
 

・【㉕ -2-1】安全点検を実施するとともに、防災マップで示した危険箇所を改善するため  

の整備を実施する。  

・【㉕ -2-2】大規模災害を考慮した非常用電源の改善に向けた整備を実施する。  

 

３  法令遵守等に関する目標を達成するための措置  

 

【㉖ -1】研究における不正行為及び研究費の不正使用を未然に防止するため、文部科

学省のガイドラインに基づき管理責任を明確に定めた管理体制を構築すると

ともに、倫理教育等を全ての研究者を対象として実施し、受講しない者には

競争的資金の申請及び使用を認めないこととするなど、不正防止計画に基づ

き不正防止対策を計画的に実施する。  

 
 

・【㉖ -1-1】平成 31 年度不正防止計画に基づき、全ての研究者に誓約書提出と倫理教育受

講を義務付けるとともに、研修会、書面調査を実施するなどの不正防止対策

を計画的に実施する。  

 

【㉖ -2】教職員のコンプライアンス意識の向上を図るため、法令等の新規制定や一部

改正の情報を速やかに周知するとともに、全教職員を対象とする研修会を計

画的に実施する。  
 

・【㉖ -2-1】大学の業務に関係する法令等の新規制定や一部改正に対し、学内規則等の整  

備を速やかに行い、周知徹底を図る。  

 

・【㉖ -2-2】教職員のコンプライアンス意識の向上を目的とした研修会を計画的に実施す

る。  

 

【㉖ -3】情報セキュリティを強化するため、情報基盤の整備に努めるとともに、教職

員及び学生に対するセキュリティ研修会を計画的に実施する。  
 

・【㉖ -3-1】情報セキュリティ対策基本計画に基づき、情報セキュリティを強化する。  

 

・【㉖ -3-2】情報セキュリティの意識向上を図るため、教職員及び学生を対象にセキュリ

ティ研修会を実施する。  
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Ⅵ  予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

別紙参照  

 

Ⅶ  短期借入金の限度額  

１  短期借入金の限度額  

672,556千円  

 

２  想定される理由  

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費とし  

て借り入れることが想定されるため。  

 

Ⅷ  重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

１  重要な財産を譲渡する計画  

・稲田団地の土地の一部  （北海道帯広市稲田町西２線 13番、17番、17-2番  3,169.98 

㎡）を譲渡する。  

・稲田団地の土地の一部  （北海道帯広市稲田町西２線 19番、 21番、 23番  5,082.37 

㎡）を譲渡する。  

・稲田団地の土地の一部（北海道帯広市稲田町西２線 15番 1,313.47㎡）を譲渡する。

・大空団地の土地及び建物の全部（北海道帯広市大空町 12丁目４番地３、土地：   

3,955.50㎡、建物： 1,974㎡）を譲渡する。  

 

２  重要な財産を担保に供する計画  

該当なし  

Ⅸ  剰余金の使途  

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充

てる。  

 

Ⅹ  その他  

１  施設・設備に関する計画  

（単位：百万円）  

施設・設備の内容  予定額  財   源  

・図書館改修  

・ライフライン再生（熱源設備）  

・ライフライン再生（電気設備）  

・小規模改修  

総額     

647 

施設整備費補助金  （ 627）  

(独 )大学改革支援・学位授与機構

施設費交付金  （ 20）  

 

（注１）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の  

整備や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得  

る。  

（注２）小規模改修については、平成 30年度同額として試算している。  

なお、各事業年度の (独 )大学改革支援・学位授与機構施設費交付金については

、事業の伸展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な額については

各事業年度の予算編成過程等において決定される。  

  

２  人事に関する計画  

大学の機能強化及び獣医・農畜産分野の国際水準の教育研究を推進する優秀な人材

を確保するため、以下の方策を講ずる。  

・  年俸制適用教員の業績評価システムの適切な運用を図るとともに、人事・給与

制度の弾力化を推進する。  

   ・  若手教員及び女性教員を積極的に採用する。  

・  教職員に FD 及び SD 研修を計画的に実施し、専門能力の向上を図る。  

（参考１）平成 31 年度の常勤職員数  184 人  
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     また、任期付き職員数の見込みを  38 人とする。  

（参考２）平成 31 年度の人件費総額見込み  2,196 百万円  

 

 

 

(別紙 )予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

 

（注）予算、収支計画及び資金計画の金額について、表示単位未満は切り捨てしている。

このため、合計と内訳等が一致しない場合がある。  

 

１．予  算  

（単位：百万円）  

区   分  金   額  

  

収入  
 

 運営費交付金  2,947 

 施設整備費補助金  627 

補助金等収入  30 

 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金  20 

 自己収入  1,045 

  授業料、入学金及び検定料収入  701 

  雑収入  343 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等  350 

目的積立金取崩  84 

計  5,105 

  

支出  
 

 業務費  4,063 

  教育研究経費  4,063 

 施設整備費  647 

 補助金等  30 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等  350 

 長期借入金償還金  13 

計  5,105 

  

 

〔人件費の見積り〕  

期間中総額 2,196 百万円を支出する（退職手当は除く）。  

 

 （注）「長期借入金償還金」については、償還計画に基づく所要額を計上している。  
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２．収支計画  

（単位：百万円）  

区   分  金   額  

  

費用の部   4,709 

 経常費用  4,709 

  業務費  4,010 

   教育研究経費  1,401 

   受託研究費等  232 

   役員人件費  54 

   教員人件費  1,478 

   職員人件費  842 

  一般管理費  301 

  財務費用  5 

  減価償却費  393 

 臨時損失  0 

   

収益の部  4,701 

 経常収益  4,701 

  運営費交付金収益  2,929 

  授業料収益  501 

  入学料収益  90 

  検定料収益  17 

  受託研究等収益  232 

  補助金等収益  30 

  寄附金収益  108 

  施設費収益  64 

  財務収益  0 

  雑益  343 

  資産見返運営費交付金等戻入  193 

  資産見返補助金等戻入  152 

  資産見返寄附金戻入  34 

  資産見返物品受贈額戻入  

 臨時利益  

 

0 

0 

純利益  ▲ 7 

目的積立金取崩益  8 

総利益  0 
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３．資金計画  

（単位：百万円）  

区   分  金   額  

  

資金支出  5,663 

 業務活動による支出  4,270 

 投資活動による支出  764 

 財務活動による支出  70 

 翌年度への繰越金  558 

    

資金収入  5,663 

 業務活動による収入  4,373 

  運営費交付金による収入  2,947 

  授業料、入学金及び検定料による収入  701 

  受託研究等収入  232 

  補助金等収入  30 

  寄附金収入  117 

  その他の収入  343 

 投資活動による収入  647 

  施設費による収入  647 

  その他の収入  0 

 財務活動による収入  0 

 前年度よりの繰越金  642 
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）  

 

畜産学部  

 

共同獣医学課程  240 人  

        （うち獣医師養成に係る分野  240 人）  

 

畜産科学課程   860 人  

        （うち３年次編入  20 人）  

 

 

 

畜産学研究科  

 

畜産衛生学専攻    7 人  

 

           博士課程  7 人  

 

畜産科学専攻     116 人  

         うち修士課程  96 人  

           博士課程  20 人  

 

獣医学専攻      10 人（うち博士課程  10 人）  

 

 

 

別科  

 

 

草地畜産専修    60 人  

 

 


